
厚木市長の在任の期数に関する条例を廃止する条例について 

 

１ 趣旨 

厚木市長の在任の期数に関する条例は、清新で活力ある市政運営を確保することを目的

として市長の任期を連続して３期を超えて在任しないよう努めるものと規定しています。 

本条例制定の動機となったのは、小林常良市長の「自らを律したい」という強い意志による

ものです。現在、市長は努力義務規定を超えて在任しており、かつ、後任となる市長を縛るべ

きものではないため、本条例の廃止を提案するものです。 

なお、全国の多選禁止条例及び多選自粛条例の制定、廃止等の状況は次のとおりです。 

 

２ 議案提案日 

  令和４年 12 月 23 日（令和４年市議会第６回会議） 

 

３ 制定自治体 

(1) 多選禁止条例 

自治体名 公布・施行日 備考 

神奈川県 平成 19 年 10 月 19 日公布 現在まで施行されず 

 

 (2) 多選自粛条例 

自治体名 公布・施行日 自粛期数 備考 

大分県中津市 平成 15 年 12 月 22 日公布・施行 ３期  

大阪府柏原市 平成 18 年 3 月 30 日公布・施行 ３期  

横浜市 平成 19 年 9 月 28 日公布・施行 ３期  

厚木市 平成 19 年 12 月 21 日公布・施行 ３期 
条 例 の 努 力 義

務期間超過。 

藤沢市 平成 20 年 6 月 30 日公布・施行 ３期  

徳島県石井町 平成 23 年 12 月 19 日公布・施行 ３期 
平成 27 年に自

粛を 1 期延長 

松田町 平成 26 年 3 月 19 日公布・施行 ３期  

岩手県久慈市 平成 26 年 12 月 19 日公布・施行 ３期  

山形県米沢市 平成 28 年 3 月 25 日公布・施行 ２期  

 



４ 廃止自治体 

種類 自治体名 廃止（失効）年月 
自粛

期数 
備考 

失 

効 

城山町 平成 19 年 3 月 ３期 市町村合併に伴い失効 

大阪府泉佐野市 平成 23 年 4 月 ３期 
制定時市長が３期目途中辞職

（実質的に失効） 

川崎市 平成 25 年 11 月 ３期 
施行時の市長にのみ適用のた

め任期満了とともに失効 

石川県金沢市 令和 4 年 2 月 ３期 
制定時市長が３期目途中辞職

（実質的に失効） 

制
定
時
首
長
が
廃
止
等 

綾瀬市 平成 28 年 6 月 ３期 
制定時市長が任期中に廃止

（出馬せず） 

埼玉県松伏町 平成 28 年 9 月 ３期 
制定時町長が３期目の任期中

に廃止（落選） 

大田区 平成 30 年 12 月 ３期 
制定時区長が３期目の任期中

に廃止（４選） 

埼玉県川越市 令和 2 年 12 月 ３期 
制定時市長が３期目の任期中

に廃止（４選） 

中野区 平成 26 年 3 月 ３期 

制定時区長が３期目の任期中

に自治基本条例から関係規定

を削除（４選） 

後
任
首
長
が
廃
止 

杉並区 平成 22 年 12 月 ３期 
制定時区長が３期途中辞職。

後任区長が廃止 

熊本県合志市 平成 22 年 12 月 ３期 後任市長が廃止 

埼玉県 令和元年 12 月 ３期 
制定時知事が４選当選 

交代した後任知事が廃止 

北海道釧路市 令和 2 年 3 月 ３期 
後任市長が４選出馬時に廃止

（当選） 

石川県白山市 令和 2 年 12 月 ３期 後任市長が廃止 

議
員
提
案
で
廃
止 

徳島市阿南市 平成 26 年 6 月 ３期 
議員提案により３期目の任期

中に廃止（制定時市長が４選） 

大和市 令和元年 12 月 ３期 
制定時市長４選後、議員提案

により廃止 

 


